
自動販売機に

付加すべき機能

注1

ユニバーサルデザイン（※）・非接触対応型
※　軽食用自動販売機は除く。

⑴　飲料用物件　２．５５㎡（幅220cm×奥行116cm）
⑵　軽食用物件　１．０３㎡（幅120cm×奥行86cm）
計　３．５８㎡

文京区湯島四丁目７番１０号（文京区教育センター併設）
文京区青少年プラザ　１階

注1　自動販売機に付加すべき機能については参加要項に附属する「仕様書」をご確認ください。
注2　販売実績は、現設置者からの申告に基づく参考資料です。

⑴　文京区青少年プラザは、中高生の自主性・社会性の成長を応援することを目的に、
文京区教育センターとの複合施設として開設した、区内初の中高生向け施設です。

⑵　現地を見学する際は、事前に文京区児童青少年課までご連絡ください。

販売実績
注2

平成30年度　飲料：１５，９０７本　　軽食：６，５３５個
令和元年度　飲料：１４，２６７本　　軽食：５，７１５個
令和２年度　飲料：１０，４８４本　　軽食：１，０２０個

特記事項

貸付面積及び
設置範囲

開館時間

所在地等

物件番号

午前９時から午後９時まで
※　１２月２９日から翌年１月３日までの日は、休館となります。
※　緊急な施設保守点検など、諸般の事情により、臨時休館になることがあります。

物　件　説　明　書

17 名　　称 文京区青少年プラザ

（軽食用）

（飲料用）

総合事務

シンク


